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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

（１）連結経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

３ 当社は平成17年11月25日開催の第７期定時株主総会決議により、決算日を８月31日から３月31日に変更いた

しました。従いまして、第８期については、平成17年９月１日から平成18年３月31日までの７ヶ月となり、

第８期中については、半期報告書を作成していないため記載しておりません。 

第一部 【企業情報】

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自 平成16年 
  ９月１日 
至 平成17年 
  ２月28日

    ―

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ９月１日 
至 平成17年 
  ８月31日

自 平成17年
  ９月１日
至 平成18年
  ３月31日

売上高 (千円) ― ― 767,312 ― ―

経常利益 (千円) ― ― 19,583 ― ―

中間純利益 (千円) ― ― 18,732 ― ―

純資産額 (千円) ― ― 18,351,631 ― ―

総資産額 (千円) ― ― 19,955,065 ― ―

一株当たり純資産額 (円) ― ― 567,705.00 ― ―

一株当たり中間純利益 (円) ― ― 579.57 ― ―

潜在株式調整後一株 
当たり中間純利益

(円) ― ― 575.61 ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 12.8 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △1,751,802 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △56,951 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 4,484,912 ― ―

現金及び現金同等物の 
中間期末残高

(千円) ― ― 7,481,345 ― ―

従業員数 (名) ― ― 53 ― ―



  

（２）提出会社の経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、第９期中間会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現

金同等物の中間期末残高は記載しておりません。 

３ 第７期中及び第７期の潜在株式調整後一株当たり中間(当期)純利益については、一株当たり純損失であるた

め記載しておりません。 

４ 当社は平成17年11月25日開催の第７期定時株主総会決議により、決算日を８月31日から３月31日に変更いた

しました。従いまして、第８期については、平成17年９月１日から平成18年３月31日までの７ヶ月となり、

第８期中については、半期報告書を作成していないため記載しておりません。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

  

  

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自 平成16年 
  ９月１日 
至 平成17年 
  ２月28日

    ―

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ９月１日 
至 平成17年 
  ８月31日

自 平成17年
  ９月１日
至 平成18年
  ３月31日

売上高 (千円) 244,115 ― 456,889 592,440 488,510

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △66,884 ― 38,624 △90,766 35,896

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △69,340 ― 35,358 △101,035 32,017

資本金 (千円) 1,136,250 ― 1,886,714 1,386,314 1,886,370

発行済株式総数 (株) 21,989 ― 32,338.67 25,025.42 32,326.67

純資産額 (千円) 1,017,430 ― 2,562,914 1,484,101 2,514,620

総資産額 (千円) 2,348,637 ― 4,032,087 2,312,569 3,237,213

一株当たり純資産額 (円) 46,269.97 ― 79,283.37 59,321.33 77,818.28

一株当たり中間(当期)純利益 

又は中間(当期)純損失(△)
(円) △3,153.40 ― 1,093.99 △4,395.26 1,132.48

潜在株式調整後一株 
当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― 1,086.52 ― 1,122.47

一株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.3 ― 63.6 64.2 77.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △225,544 ― ― △586,781 △232,097

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △25,180 ― ― △51,399 5,094

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 765,184 ― ― 683,675 829,088

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 778,162 ― ― 309,195 911,280

従業員数 (名) 40 ― 53 47 48



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

なお、当社は、当社で管理・運営している投資事業組合等を新規に連結の範囲に加えることとしたため、

当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社になりました。 

  

名称 住所
出資金 
（百万円）

主要な事業の内
容

議決権の所有又
は被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

フューチャー二号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 1,000 投資業務 10.0 ―

フューチャー三号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 1,250 投資業務
24.5
(0.5)

―

石川県ベンチャー育
成投資事業有限責任
組合

京都府京都市 1,500 投資業務 18.7 ―

フューチャー四号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 1,150 投資業務 8.7 ―

フューチャー・ブイ
ビー投資事業有限責
任組合

京都府京都市 594 投資業務 2.4 ―

フューチャー五号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 710 投資業務 25.4 ―

いわてベンチャー育
成投資事業有限責任
組合

京都府京都市 1,000 投資業務
10.2
(0.2)

―

フューチャーエンジ
ェル一号投資事業有
限責任組合

京都府京都市 84 投資業務 7.1 ―

京都イノベーション
育成投資事業有限責
任組合

京都府京都市 60 投資業務 8.3 ―

関西を元気にする投
資事業有限責任組合

京都府京都市 200 投資業務 5.0 ―

フューチャー六号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 130 投資業務 15.4 ―

みえ新産業創造投資
事業有限責任組合

京都府京都市 1,000 投資業務 15.0 ―

つくばベンチャー企
業育成投資事業有限
責任組合

京都府京都市 500 投資業務 10.0 ―

アーバン・エフブイ
シー・ベンチャー育
成投資事業有限責任
組合

京都府京都市 1,000 投資業務 10.0 ―



  

 
（注）１ 議決権の所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。 

      ２ 当社は業務執行組合員として当該投資事業組合に出資しております。  

  

名称 住所
出資金 
（百万円）

主要な事業の内
容

議決権の所有又
は被所有割合
（％）

関係内容

フューチャー七号投
資事業有限責任組合

京都府京都市 300 投資業務 16.7 ―

投資事業有限責任組
合えひめベンチャー
ファンド2004

京都府京都市 500 投資業務 10.0 ―

ニッセン・フューチ
ャー１号ベンチャー
支援ファンド

京都府京都市 600 投資業務 16.7 ―

モック・FVC・一号
投資事業有限責任組
合

京都府京都市 400 投資業務 12.5 ―

投資事業有限責任組
合やまとベンチャー
企業育成ファンド

京都府京都市 500 投資業務 10.0 ―

滋賀ベンチャー育成
ファンド投資事業有
限責任組合

京都府京都市 1,150 投資業務
10.1

   (1.4)
―

神戸ベンチャー育成
投資事業有限責任組
合

京都府京都市 1,120 投資業務
7.3
(2.9)

―

FVCグロース投資事
業有限責任組合

京都府京都市 10,000 投資業務 16.0 ―

チャレンジ山形産業
振興投資事業有限責
任組合

京都府京都市 1,150 投資業務 8.7 ―

いわてベンチャー育
成2号投資事業有限
責任組合

京都府京都市 295 投資業務
8.8
(5.4)

―

しずおかベンチャー
育成投資事業有限責
任組合

京都府京都市 210 投資業務
12.4
(7.6)

―

エフ・スリー・エー
投資事業組合

京都府京都市 110 投資業務 4.8 ―

エフ・スリー・ビー
投資事業組合

京都府京都市 119 投資業務 0.8 ―

いわてベンチャー育
成エンジェル投資事
業組合

京都府京都市 10 投資業務 20.0 ―



  

４ 【従業員の状況】 

  

（１）連結会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

 
  

(２) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注）１ 従業員は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

     ２ 従業員数が当中間連結会計期間において５名増加しておりますが、これは事業規模の拡大に伴う人員増強に 

  よるものであります。 

 

(３) 労働組合の状況 

労働組合は組織されておりませんが、労使関係は円満で特記する事項はありません。 

区分 従業員数（名）

全社共通                  53

合計                  53

従業員数(名) 53



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰が内外経済に与える影響等に留意する必要が

あるものの、企業収益が改善し、設備投資の増加や雇用環境の改善に広がりが見られることから、今後も

緩やかに景気回復が持続するものと考えられます。国内株式市場においても、新規上場市場のＩＰＯ社数

は高水準で推移しており、上半期終了段階では過去最高のペースとなっております。  

  このような環境の中、当社グループの当中間連結会計期間における状況は、営業投資有価証券売上高の

増加により、売上高は767百万円、営業利益は15百万円、経常利益は19百万円、中間純利益は18百万円と

なりました。   

 また、当社グループは当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため前中間連結会計期

間との比較を行っておりません。 

  

＜営業投資有価証券売上高＞  

当中間連結会計期間における営業投資有価証券売上高は、夢の街創造委員会株式会社が大証ヘラクレスに

上場したことにより711百万円となりました。 

  

＜コンサルティング業務＞ 

当社グループは、コンサルティング業務として、投資顧問契約に基づく投資助言業務と地方自治体等に対

するコンサルティングを行っております。当社グループに蓄積されたノウハウを提供することで、当中間連

結会計期間は、51百万円の手数料収入を得ました。 

  

（営業収益の内訳）           （単位：千円） 

 
  

             

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額 比率（％）

営業投資有価証券売上高 711,193 92.7

コンサルティング業務 51,368 6.7

その他 4,749 0.6

合計 767,312 100.0



（キャピタルゲインの状況）                        （単位：千円） 

 
（注）当中間連結会計期間は、投資損失引当金新規繰入額89百万円、強制評価損282千円を計上しております。 

  

（2）財政状態  

＜投資損失引当金＞  

当社グループは金融商品会計基準に基づき、投資先企業の実情を個別に勘案し投資損失引当金を計上して

おりますが、当中間連結会計期間においては、前連結会計年度以前に積極的に引当金を計上した営業投資有

価証券の売却を推進したため、投資損失引当金繰入額は△507百万円、当中間連結会計期間末における投資

損失引当金残高は783百万円となりました。 

 また、当中間連結会計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は6.1％となりま

した。 

  

 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より

2,676百万円増加し、7,481百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金の減少は、1,751百万円となりました。これは、主に営業投資有価証券の投資

1,316百万円を行ったことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金の減少は、56百万円となりました。これは、主に支店・事務所の開設移転に伴

う敷金・保証金として42百万円を支払ったことによるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金の増加は、4,484百万円となりました。これは、主にファンド組成に伴う組合員

からの出資3,797百万円によるものであります。 

  

上場有価証券 未上場有価証券 合計

営業投資有価証券売却高 705,834 1,011 706,845

営業投資有価証券売却原価 49,440 591,800 641,240

（うち投資損失引当金） (591,800) (591,800)

キャピタルゲイン 659,394 △590,789 65,605



 (3）事業等のリスク  

  

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項については、半期報告書提出日現在

において判断したものであります。  

  

＜ベンチャーキャピタル業務に特化＞  

 当社グループは、いわゆるクラシカルなベンチャーキャピタル業務に特化しており、当社グループの経営

資源は投資事業組合の管理・運営、投資先企業の選定及び育成支援に集中しております。そのため、当社グ

ループの業績は日本の経済情勢の変化や株式市場の影響を強く受けることとなり、経済環境の変化が当社グ

ループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

＜投資資金の回収＞  

 当社グループのファンド運営成績には、投資事業組合の運営期間中に投資資金を早期に、かつ、どれだけ

投資金額を上回って回収できるかということが直接的な影響要因となります。当社グループの主な投資対象

先は、株式上場を目指す成長性の高い未上場企業でありますが、投資先企業が株式上場に至ることなく経営

破綻する場合、または株式上場時期が延期となる場合、さらには、株式上場後に株式売却金額が想定額を大

幅に下回る場合等が考えられます。それに伴い、投資資金の回収金額が投資金額を下回ったり、投資資金の

回収期間が長期化し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

＜株式市場の下落とＩＰＯ市場の低迷＞  

 当社グループが株式上場した投資先企業の株式売却によって得られる収益は、株式市場の動向等に大きく

影響を受けます。株式市場が下落した場合やIPO市場が低迷した場合には、保有する上場株式に評価損が発

生し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、新規上場銘柄は場合に

より、ロックアップ契約等によって上場後一定期間売却が制限されることがあります。その間の価格変動リ

スクは不可避であり、株価が下落した場合は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。  

  

＜ファンド総額の減少＞  

 当社グループのファンド運用成績が芳しくない場合には、当社の管理・運営する投資事業組合に対する社

会的信用並びに投資家からの信頼の低下を招き、新規投資事業組合の設立及び募集が困難になる恐れがあり

ます。その結果、十分な投資実行が行われないことによる将来の収益の減少により、当社グループの業績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

＜投資損失引当金及び強制評価損の計上＞  

 当社グループの投資先企業の多くは、新しいビジネスを営んでいる未上場企業であります。このため、当

初想定していたとおりの成長が出来ない場合には、その投資先企業に著しい業績悪化、資金繰り悪化又は破

綻の可能性が生じます。その場合、金融商品会計基準により当該投資先企業の有価証券について、投資損失

引当金の繰入れもしくは強制評価損を計上することになり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及

ぼす可能性があります。  

  



＜法的規制＞  

 当社グループは、投資事業組合の管理運営、プライベート・エクイティ投資を中心に行っており、その活

動にあたっては、種々の法的規制（会社法（商法）、金融商品取引法、独占禁止法、租税法、証券取引法

等）を受けることとなります。したがって、その活動が制限される場合及びこれら規制との関係で費用が増

加する場合があり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  

  

＜訴訟等の可能性＞  

 当社グループは、投資先企業の育成支援活動の一環として、当社の役職員を投資先企業の非常勤役員とし

て派遣することがあります。このため、派遣先企業が株主代表訴訟の対象となるなど、法的責任を問われる

こととなった場合、派遣先企業の取締役もしくは監査役として派遣している当社の役職員も責任を追及され

る可能性があります。また、その派遣していた投資先企業が破綻する等の状況に陥った場合、当社グループ

が道義的な責任を追及される可能性があります。こうした当社グループに対する訴訟等が提起された場合に

は、その内容によっては当社グループの信頼が損なわれ、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。  

  

＜特定の人物への依存＞  

 当社グループは、創業者であり、ベンチャーキャピタリストとして専門的な知識と豊富な実務経験を持つ

代表取締役社長である川分陽二への依存度が高い状態にあります。このため、川分陽二が何らかの事情によ

り実務を行うことが不可能な状況となった場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性

があります。  

  

＜ストックオプションと株式の希薄化＞  

 当社は、役職員に対して、業績向上意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権によるストックオ

プション制度を導入しております。このため、これらの新株予約権が行使されれば、当社の一株当たりの株

式の価値は希薄化します。また、当社株式の短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成に影響を及ぼ

す可能性があります。しかしながら、当社グループは、役職員の士気を高め有能な人材を確保するため、今

後も同様のインセンティブ施策を行う可能性があります。この場合、さらなる新株予約権の付与は、株式価

値の希薄化を進める恐れがあります。  

  

＜システムリスク＞  

 当社グループは、会計システムや投資先企業の情報管理システム等により、経理情報や投資先企業の情報

等を管理しております。このため、コンピュータウィルス感染やサーバ等の不正アクセスの対策及びデータ

保全のためのバックアップなどの対策を実施しておりますが、天変地異等により、システムダウンや誤作動

が発生するリスク等があります。また、ハッカー等の不正アクセスなどにより、データの改ざんや投資先企

業の情報が流出する等の可能性があります。これらの事態が発生した場合、業務遂行に支障をきたす可能性

があり、損害賠償や機会損失の発生、社会的信用の低下等により、当社グループの経営成績及び財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。  

  



２ 【営業の状況】 

（１）投資事業組合等の状況  

 当中間連結会計期間に新規に設立した投資事業組合は、「しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組

合」であります。また、既存の投資事業組合の募集金額が増加したことにより、当中間連結会計期間末現在

の当社が管理・運営する投資事業組合は28組合、26,643百万円となりました。  

                          

 
  

①新規設立した投資事業組合  

当中間連結会計期間において新規に設立した投資事業組合は、以下の１組合であります。  

 
  

②出資金額が増加した投資事業組合  

当中間連結会計期間において出資金額が増加した投資事業組合は、以下の２組合であります。  

 
  

③清算結了した投資事業組合  

 該当事項は、ありません。  

  

(2) 投資の状況 

当中間連結会計期間において当社が管理・運営する投資事業組合からの投資の状況は、32社、2,449

百万円となりました。  

 この結果、当中間連結会計期間末における投資残高は200社、13,145百万円となりました。  

 また、当社からの直接投資残高は、６社、302百万円となっております。なお、当中間連結会計期間

における直接投資はございません。  

  

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日現在）

投資事業組合出資金総額
(百万円）

26,643

投資事業組合数（組合） 28

（単位：百万円）

投 資 事 業 組 合 名 出資金総額 内  容

しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合
210

地域型ファンド
（継続募集中）

合計（１組合） 210

（単位：百万円）

投 資 事 業 組 合 名 増加した出資金額 内  容

 アーバン・エフブイシー・ベンチャー育成投資事業有限
 責任組合

400 特化型ファンド

 いわてベンチャー育成2号投資事業有限責任組合 105 地域型ファンド

合計（２組合） 505



 ①証券種類別投資実行額 

 
（注） 投資先企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。  

  

  

②証券種類別投資残高 

 
(注）１ 投資先企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。  

   ２ 「金額」は取得原価で表示しております。なお、一部の銘柄については、強制評価損を行っており、取得原

価を切下げております。 

  

  

(3) 投資先企業の上場状況 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

  

(4) コンサルティング業務 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

証券種類

投資実行額

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額(千円) 投資先企業数(社)

株式 2,275,100 31

社債等 174,200 2

合計 2,449,300 32

証券種類

投資残高

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

金額(千円) 投資先企業数(社)

株式 12,244,547 197

社債等 900,865 29

合計 13,145,412 200

会社名 公開年月 公開市場 主要業務 本社所在地

国内:2社

夢の街創造委員会㈱ 平成18年6月 大証ヘラクレス
インターネット利用の出前サイトの運
営、出前サイト加盟店に対する業務支
援

大阪府

㈱パワーアップ 平成18年7月 大証ヘラクレス
イタリア家庭料理「元祖にんにくぱわー
あっぷ」の全国展開

愛媛県

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

契約先数 33

コンサルティング収入(千円) 51,368



  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。又、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な

設備の新設の計画は、次のとおりであります 

  

事業所名 事業部門 設備の内容
投資予定額（千円） 資金調達

方法
着手年月

完了予定 
年月

完成後の
増加能力総額 既支払額

本店 本店
ソフトウェ
ア開発業務

64,718 － リース
平成18年
10月

平成19年 
3月

－



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
（注）提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づき発行した新株引受権は、次のとおりであります。 

  

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 85,000

計 85,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 32,338.67 32,338.67
大阪証券取引所
(ヘラクレス)

―

計 32,338.67 32,338.67 ― ―

株主総会特別決議日 平成13年11月28日

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) ―            ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 429            429

新株予約権の行使時の払込金額(円) 166,717 同左

新株予約権の行使期間
平成15年12月１日から
平成20年11月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 166,717
資本組入額 83,359

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として新株引受権を付
与された者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役又は
使用人であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合は、当社取締役
会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



(注) １ 当社が時価を下回る払込金額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整するものとしており

ます(調整により生じる１円未満の端数は切り上げる)。 

 
２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとしております。但し、かかる調

整は、その時点で対象者が新株引受権を行使していない新株引受権の目的たる株式の数についてのみ行われ

るものとしております。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率(１株未満の株式は切り捨てる) 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により発行価額の調整をするものとしております(調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる)。 

 
  

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後新株発行価額＝調整前新株発行価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後新株発行価額＝調整前新株発行価額×
１

分割・併合の比率



平成13年改正商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとお

りであります。 

  

 
  

 
  

①株主総会特別決議日 平成14年11月27日

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 168 168

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 168 168

新株予約権の行使時の払込金額(円) 43,326 同左

新株予約権の行使期間
平成16年12月１日から
平成21年11月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)  

発行価格 43,326
資本組入額 21,663

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として新株予約権を付与
された者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役、監査役又
は従業員であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合は、当社取締役会
の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

②株主総会特別決議日 平成15年11月26日

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 189 189

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 189 189

新株予約権の行使時の払込金額(円) 67,500 同左

新株予約権の行使期間
平成17年12月１日から
平成22年11月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 67,500
資本組入額 33,750

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として新株予約権を付
与された者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役、監
査役又は従業員であることを
要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合は、当社取締役
会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―



 
  

 

③株主総会特別決議日 平成16年11月25日

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 552 552

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 552 552

新株予約権の行使時の払込金額(円) 213,206 同左

新株予約権の行使期間
平成18年12月１日から
平成23年11月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 213,206
資本組入額 106,603

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として新株予約権を付
与された者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役、監
査役又は従業員であることを
要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合は、当社取締役
会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

④株主総会特別決議日 平成17年11月25日

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 582 582

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 582 582

新株予約権の行使時の払込金額(円) 217,185 同左

新株予約権の行使期間
平成19年12月１日から
平成24年11月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 217,185
資本組入額 108,593

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として新株予約権を付
与された者は、権利行使時に
おいても、当社の取締役又は
従業員であることを要する。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡する場合は、当社取締役
会の承認を要する

同左

代用払込みに関する事項             ―            ―



(注) １ 当社が時価を下回る払込金額で新株を発行する場合(新株予約権の行使及び、商法等の一部を改正する法律

(平成13年法律第128号)施行前の商法第280条ノ19に定められた新株引受権の行使の場合を除く。)は、次の

算式により１株当たりの払込金額を調整するものとしております(調整により生じる１円未満の端数は切り

上げる)。 

 
２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は次の算式により調整されるものとしております。但し、かかる調

整は、新株予約権のうち、その時点で対象者が新株予約権を行使していない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われるものとしております。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率(１株の百分の１未満の端数は切り捨てる) 

又、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式の数の調整を行います。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額の調整をするものとしております(調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる)。 

 
さらに、発行日後に当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が

会社分割を行う場合、並びに当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い新株予約権が承継され

る場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。 

４ (1)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は当該新株予約権を無償で消

却することができます。 

  (2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合

は、新株予約権を無償で消却することができます。 

５ 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後新株払込金額＝調整前新株払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後新株払込金額＝調整前新株払込金額×
１

分割・併合の比率

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日(注)

12 32,338.67 344 1,886,714 344 601,165



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％)

川 分 陽 二 京都府京都市中京区 2,802 8.7

関西サービス㈱ 広島県福山市本庄町中１丁目３―５ 1,800 5.6

今 井 和 夫 神奈川県藤沢市 1,377 4.3

小 川 忠 久 神奈川県相模原市 1,097 3.4

金 田 泰 明 京都府京都市北区 1,072 3.3

藍澤證券㈱ 東京都中央区日本橋１丁目20―３ 1,050 3.3

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 1,047 3.2

坂 本 友 群 兵庫県尼崎市 621 1.9

金 光 富 男 大阪府三島郡島本町 580 1.8

谷 野 光 昭 滋賀県彦根市 465 1.4

計 ― 11,911 36.8



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、３株(議決権３個)含まれて

おります。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

（１）役職の異動 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 12

― ―

完全議決権株式(その他)  
普通株式 32,326 32,326 ―

端株 0.67 ― ―

発行済株式総数 32,338.67 ― ―

総株主の議決権 ― 32,326 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 
フューチャーベンチャー 
キャピタル株式会社

京都市中京区烏丸通錦小路
上ル手洗水町659番地 
烏丸中央ビル８階

12 ― 12 0.0

計 ― 12 ― 12 0.0

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 226,000 206,000 167,000 162,000 124,000 110,000

最低(円) 177,000 166,000 140,000 100,000 106,000 96,000

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
専務取締役 

（事業推進本部管掌）
大 橋 克 己 平成18年７月１日

取締役 
（投資本部長兼関西投資部長）

取締役 
（投資本部長）

今 庄 啓 二 平成18年７月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  （1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 

  (平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しており 

  ます。 

  

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 

   (昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しており 

   ます。 

  

（3）当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、当社で運営してい 

   る投資事業組合を新たに連結の範囲に加えることとしたため、初めて中間連結財務諸表を作 

   成いたしました。そのために、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中 

   間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について、前中間連結 

   会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称を変更し、

みすず監査法人となりました。 

  

３ 決算期変更について 

平成17年11月25日開催の第７期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算日を８月31日か

ら３月31日に変更いたしました。 

従いまして、前事業年度は平成17年９月１日から平成18年３月31日までの７ヶ月間となっており、中間

決算は行っていないため、前中間会計期間との対比は行っておりません。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

 (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 7,481,345

 ２ 営業投資有価証券 ※２ 12,892,191

 ３ 投資損失引当金 △783,101

 ４ その他 215,334

 ５ 貸倒引当金 △247

  流動資産合計 19,805,522 99.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 14,326

 ２ 無形固定資産 826

 ３ 投資その他の 
   資産

136,875

  ４ 貸倒引当金 △2,485

  固定資産合計 149,543 0.7

  資産合計 19,955,065 100.0



 
  

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 短期借入金 ※３ 795,000

 ２ １年以内返済 
   予定の長期借入金

121,100

 ３ 賞与引当金 32,180

 ４ その他 334,757

  流動負債合計 1,283,038 6.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 300,300

 ２ 退職給付引当金 20,095

  固定負債合計 320,395 1.6

  負債合計 1,603,433 8.0

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,886,714 9.4

 ２ 資本剰余金 601,165 3.0

 ３ 利益剰余金 53,022 0.3

 ４ 自己株式 △2,293 △0.0

   株主資本合計 2,538,608 12.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
     評価差額金

11,676 0.1

   評価・換算差額等合計 11,676 0.1

Ⅲ 少数株主持分 15,801,346 79.2

   純資産合計 18,351,631 92.0

  負債純資産合計 19,955,065 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 767,312 100.0

Ⅱ 売上原価 599,978 78.2

   売上総利益 167,333 21.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 152,128 19.8

   営業利益 15,204 2.0

Ⅳ 営業外収益

   １ 受取利息 7,035

   ２ 講演料収入 1,055

  ３ その他 1,288 9,380 1.2

Ⅴ 営業外費用

   １ 支払利息 4,521

  ２ その他 479 5,001 0.7

   経常利益 19,583 2.5

Ⅵ 特別利益

   １ 貸倒引当金戻入益 67 67 0.0

   税金等調整前中間純利益 19,651 2.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

3,763 0.5

   法人税等調整額 △173 △0.0

   少数株主利益 △2,671 △0.3

   中間純利益 18,732 2.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当連結中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千

円)
1,886,370 600,820 32,048  △2,293 2,516,945

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 344 344 689  

中間純利益 18,732 18,732

その他 2,242  2,242

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

中間連結会計期間中の変動

額合計(千円)
344 344 20,974  ―  21,663

平成18年９月30日残高 

(千円)
1,886,714 601,165 53,022  △2,293  2,538,608

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千

円)
△2,294 △2,294  11,972,523 14,487,173

中間連結会計期間中の変

動額

新株の発行 689

中間純利益 18,732

その他 2,242

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額）

13,971 13,971 3,828,823 3,842,794

中間連結会計期間中の変

動額合計(千円)
13,971 13,971 3,828,823 3,864,458

平成18年９月30日残高(千

円)
11,676 11,676 15,801,346 18,351,631



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 19,651

 ２ 減価償却費及び償却額 1,195

 ３ 投資損失引当金の増減額 △507,146

 ４ 貸倒引当金の増減額 △706

 ５ 賞与引当金の増減額 7,928

 ６ 退職給付引当金の増減額 4,782

 ７ 受取利息及び受取配当金 △10,071

 ８ 営業投資有価証券の増減額 △1,316,528

 ９ 未収入金の増減額 11,027

 10 未払金の増減額 18,504

 11 未払消費税等の増減額 △5,686

 12 預り金の増減額 80,446

 13 その他の増減額 △48,595

    小計 △1,745,199

 14 利息及び配当金の受取額 11,091

 15 利息の支払額 △13,738

 16 法人税等の支払額 △3,955

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー △1,751,802

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の 
   取得による支出 △5,504

 ２ 敷金・保証金の 
   差入による支出 △42,432

 ３ 出資金に伴う支出 △3,000

 ４ その他 △6,014

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー △56,951



 
  

  

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 595,000

 ２ 長期借入金による収入 200,000

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出 △74,468

 ４ 株式の発行による収入 685

 ５ 少数株主に対する分配金による支出 △33,179

 ６ 少数株主からの出資金による収入 3,797,500

 ７ その他 △625

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 4,484,912

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額 2,676,158

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 4,805,187

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高 7,481,345



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 １ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数 28社
 主要な連結子会社の名称 
 フューチャー二号投資事業有限責任組 
 合

 フューチャー三号投資事業有限責任組
 合
 石川県ベンチャー育成投資事業有限責
 任組合

 フューチャー四号投資事業有限責任組
 合

 いわてベンチャー育成投資事業有限責
 任組合

 みえ新産業創造投資事業有限責任組合

 アーバン・エフブイシー・ベンチャー
 育成投資事業有限責任組合

 滋賀ベンチャー育成ファンド投資事業
 有限責任組合

 神戸ベンチャー育成投資事業有限責任
 組合

 ＦＶＣグロース投資事業有限責任組合

 チャレンジ山形産業振興投資事業有限
 責任組合 
（追加情報）

 当中間連結会計期間より「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18

年９月８日 実務対応報告第20号）

を適用しております。この結果、28

組合を連結の範囲に含めておりま

す。 

 

 ２ 持分法の適用に関する事 
   項

 該当事項はありません。

 ３ 連結子会社の中間決算日 
   等に関する事項

中間決算日が中間連結決算日と異なる

場合の内容等 

連結子会社のうち、26組合の（中

間）決算日は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表を作成するに当

たっては同日現在の中間財務諸表を

使用し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。



  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

 ４ 会計処理基準に関する事 
     項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

  (営業投資有価証券を含む)

   時価のあるもの

    中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産

  定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物 ６～15年

車両運搬具 ６年

工具器具及び備品 ４～20年

② 長期前払費用

  定額法によっております。

(3) 繰延資産の処理方法

① 株式交付費

  支出時に全額費用としておりま

す。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 投資損失引当金

  当中間連結会計期間末現在に有す

る営業投資有価証券の損失に備える

ため、投資先企業の実情を勘案の

上、その損失見積額を計上しており

ます。 

② 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

③ 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額基準により計上しており

ます。

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計期間末における退職給付

債務の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生していると

認められる額を計上しております。



 
  

  
  

  

項目
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(5) 重要なリース取引の処理方法   

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(6) その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺の上、流動負債

の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

  中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,417千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

   担保資産

 営業投資有価証券 119,500千円

   担保付債務

 長期借入金 119,500千円

※３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と貸出のためのコミットメントラ

イン契約を締結しています。  

 当中間連結会計期間末における貸出コミットメン

トに係る借入金未実行残高等は以下のとおりです。 

貸出コミットメントの総額     1,000百万円 

借入実行残高            700百万円 

差引額               300百万円  

 

   平成18年９月29日締結のコミットメントライン契

約には、年度決算期末における単体の貸借対照表に

記載される純資産の部の合計金額が、直前の年度決

算期末における単体の貸借対照表に記載される純資

産の部の合計金額の60％を下回らないことという財

務制限条項が付されています。

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

※１ 主な販売費及び一般管理費

役員報酬 33,000千円

給料・手当 27,275千円

支払手数料 21,787千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産

長期前払費用

1,123千円

    71千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（注）普通株式の発行済株式総数の増加12株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 
  
  
２ 自己株式に関する事項 

   
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
注１ 当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものです。  

注２ 当中間連結会計期間減少は、新株予約権の消却によるものです。  

注３ 第１回新株引受権、第１回新株予約権及び第２回新株予約権は、権利行使可能なものです。  

注４ 第３回新株予約権及び第４回新株予約権については、権利行使期間の初日が到来しておりません。  

  

  
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

 
  
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加株式数 減少株式数 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 32,326 12 ― 32,338

株式の種類 前連結会計年度末 増加株式数 減少株式数 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12.67 ― ― 12.67

区分 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計 

期間末残高 
（千円）

摘要前連結会計
年度末

増加 減少
当中間
連結会計期
間末

提出会社

第1回新株引受権 普通株式 429       ― ― 429 ―

第1回新株予約権 普通株式 173       ― 5 168 ―  注1

第2回新株予約権 普通株式 196       ― 7 189  ― 注1

第3回新株予約権 普通株式 564       ― 12 552 ― 注2

第4回新株予約権 普通株式 589       ― 7 582 ―  注2

合計 1,951       ― 31 1,920 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

配当決議なし ― ― ― ― ―

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

配当決議なし ― ― ― ― ― ―



  

(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額 
(千円)

有形固定資
産

17,643 4,239 13,404

②未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,039千円

１年超 10,675千円

合計 13,714千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,720千円

減価償却費相当額 1,544千円

支払利息相当額 279千円

④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額 
(千円)

差額(千円)

その他有価証券

株式 69,196 177,141 107,944

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 69,196 177,141 107,944



２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  

  

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 11,824,385

非上場債券 840,565

その他 50,100

合計 12,715,050



(一株当たり情報) 

  

 
  

  

（注）一株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

   (注) 一株当たり中間純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

  当中間連結会計期間

(自 平成18年4年 1日

  至 平成18年9月30日)

一株当たり純資産額 567,705円 00銭

 一株当たり中間純利益 579円 57銭

    潜在株式調整後 
    一株当たり中間純利益

575円 61銭

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

一株当たり中間純利益

中間連結損益計算書上の中間純利益(千
円)

18,732

普通株式に係る中間純利益(千円) 18,732

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式の期中平均株式数(株) 32,320

中間純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) 222

(うち新株予約権(株)) (222)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後一株当たり中間純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要

新株予約権２種類

①第１回新株引受権  429株
②第３回新株予約権  552株
③第４回新株予約権  582株

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

18,351,631

普通株式に係る純資産額（千円） 18,351,631

普通株式の発行済株式数（株） 32,338

普通株式の自己株式数（株） 12

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株
式の数（株）

32,326



(重要な後発事象) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



  

２【中間財務諸表等】 

（1）【中間財務諸表】 

 ①【中間貸借対照表】 

  

 
（注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間末の実績は記載しておりません。 

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

(参考）前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,659,672 1,335,877

 ２ 営業投資有価証券 ※２ 2,264,222 1,927,803

 ３ 投資損失引当金 △106,206 △212,559

 ４ その他 65,445 72,339

 ５ 貸倒引当金 △589 △792

  流動資産合計 3,882,544 96.3 3,122,668 96.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 14,326 9,945

 ２ 無形固定資産 826 826

 ３ 投資その他の 
   資産

136,875 107,504

  ４ 貸倒引当金 △2,485 △3,731

  固定資産合計 149,543 3.7 114,545 3.5

  資産合計 4,032,087 100.0 3,237,213 100.0



  

 
（注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間末の実績は記載しておりません。 

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

（参考）前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 短期借入金 ※３ 795,000 200,000

 ２ １年以内返済 
   予定の長期借入金

121,100 99,768

 ３ 賞与引当金 32,180 24,251

 ４ その他 200,496 187,160

  流動負債合計 1,148,777 28.5 511,180 15.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 300,300 196,100

 ２ 退職給付引当金 20,095 15,312

  固定負債合計 320,395 7.9 211,412 6.5

  負債合計 1,469,173 36.4 722,593 22.3

 (資本の部)

Ⅰ 資本金 ― ― 1,886,370 58.3

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 ― 600,820

  資本剰余金合計 ― ― 600,820 18.6

Ⅲ 利益剰余金

   当期未処分利益 ― 32,017

  利益剰余金合計 ― ― 32,017 1.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 ― ― △2,294 △0.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △2,293 △0.1

  資本合計 ― ― 2,514,620 77.7

  負債及び 
  資本合計

― ― 3,237,213 100.0



  

 
（注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間末の実績は記載しておりません。 

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

（参考）前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,886,714 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 601,165 ―

   資本剰余金合計 601,165 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 67,376 ―

   利益剰余金合計 67,376 ―

 ４ 自己株式 △2,293 ―

   株主資本合計 2,552,962 63.3 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

9,951 ―

   評価・換算差額等 
   合計

9,951 0.3 ― ―

   純資産合計 2,562,914 63.6 ― ―

   負債及び純資産合計 4,032,087 100.0 ― ―



  

②【中間損益計算書】 

  

 
（注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間の実績は記載しておりません。 

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 456,889 100.0 488,510 100.0

Ⅱ 売上原価 274,629 60.1 291,223 59.6

   売上総利益 182,259 39.9 197,286 40.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

141,020 30.9 144,242 29.5

   営業利益 41,239 9.0 53,044 10.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,385 0.5 2,634 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 5,001 1.1 19,782 4.0

   経常利益 38,624 8.4 35,896 7.4

Ⅵ 特別利益 498 0.1 ― ―

   税引前中間（当期） 
   純利益

39,122 8.5 35,896 7.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

3,763 0.8 3,879 0.8

   中間（当期）純利益 35,358 7.7 32,017 6.6

   前期繰越利益 ― ―

   当期未処分利益 ― 32,017



次へ 

③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   

   

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,886,370 600,820 600,820

中間会計期間中の変動額

新株の発行 344 344 344

中間純利益

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
344 344 344

平成18年９月30日残高(千円) 1,886,714 601,165 601,165

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 32,017 32,017 △2,293 2,516,914

中間会計期間中の変動額

新株の発行 689

中間純利益 35,358 35,358 35,358

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
35,358 35,358 ― 36,047

平成18年９月30日残高(千円) 67,376 67,376 △2,293 2,552,962

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) △2,294 △2,294 2,514,620

中間会計期間中の変動額

新株の発行 689

中間純利益 35,358

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
12,246 12,246 12,246

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
12,246 12,246 48,294

平成18年９月30日残高(千円) 9,951 9,951 2,562,914



  
  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

  その他有価証券

  (営業投資有価証券を含む)

   時価のあるもの

    中間決算日の市場価格等に基

く時価法(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)

(1) 有価証券

  その他有価証券

  (営業投資有価証券を含む)

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基く時

価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法

   時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物 ６～15年

車両運搬具 ６年

工具器具及び備品 ４～20年  

(1) 有形固定資産
定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであり
ます。
建物 ８～15年

車両運搬具 ６年

工具器具及び備品 ４～８年

(2) 長期前払費用

  定額法によっております。

(2) 長期前払費用

  定額法によっております。

３ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費

  支出時に全額費用としておりま

す。

(1) 社債発行費

  支出時に全額費用としておりま

す。

 

(2) 新株発行費

  支出時に全額費用としておりま

す。

４ 引当金の計上基準 (1) 投資損失引当金

  当中間会計期間末現在に有する営

業投資有価証券の損失に備えるた

め、投資先企業の実情を勘案の上、

その損失見積額を計上しておりま

す。

(1) 投資損失引当金

  当事業年度末現在に有する営業投

資有価証券の損失に備えるため、投

資先企業の実情を勘案の上、その損

失見積額を計上しております。

(2) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(2) 貸倒引当金

同左

(3) 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額基準により計上しており

ます。

(3) 賞与引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められ

る額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。



  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

５ リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左

６ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

  消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺の上、流動負債

の「その他」に含めて表示しており

ます。

(1) 消費税等の会計処理方法

        同左

(2) 投資事業組合への出資金に係る会

計処理

  投資事業組合への出資金に係る会

計処理は、投資事業組合の事業年度

に係る財務諸表及び当該事業年度の

中間会計期間に係る中間財務諸表に

基づいて、投資事業組合の資産、負

債、収益及び費用を当社の出資持分

割合に応じて計上しております。

  また、出資金払込後、当社の中間

貸借対照表日までに(中間)財務諸表

が作成されていない投資事業組合へ

の出資金については、営業投資有価

証券に含めて計上しております。

(2) 投資事業組合への出資金に係る会

計処理

  投資事業組合への出資金に係る会

計処理は、組合の事業年度の財務諸

表及び事業年度の中間会計期間に係

る中間財務諸表に基づいて、組合の

資産、負債、収益及び費用を当社の

出資持分割合に応じて計上しており

ます。

  また、出資金払込後、当社の貸借

対照表日までに(中間)財務諸表が作

成されていない投資事業組合への出

資金については、営業投資有価証券

に計上しております。



  

 会計方針の変更 

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。  

 これにより損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,562,914千円であります。  

 中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間に

おける中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。  

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当中間会計期間から、「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第１号）を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はありません。

固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日)を適用しております。

なお、本変更による影響額はありません。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

（参考）前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,417千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

8,293千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

   担保資産

 営業投資有価証券 119,500千円

   担保付債務

 長期借入金 119,500千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

   担保資産

 営業投資有価証券 119,500千円

   担保付債務

 長期借入金 119,500千円

 

※３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と貸出のためのコミットメントラ

イン契約を締結しています。 

 当中間会計期間末における貸出コミットメントに

係る借入金未実行残高等は以下のとおりです。  

貸出コミットメントの総額 1,000百万円

借入実行残高 700百万円

差引額 300百万円

   平成18年９月29日締結のコミットメントライン契

約には、年度決算期末における単体の貸借対照表に

記載される純資産の部の合計金額が、直前の年度決

算期末における単体の貸借対照表に記載される純資

産の部の合計金額の60％を下回らないことという財

務制限条項が付されています。

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 主な営業外収益

講演料収入 1,055千円

※１ 主な営業外収益

講演料収入 1,680千円

 

※２ 主な営業外費用

支払利息 4,521千円

※２ 主な営業外費用

支払利息

新株発行費

社債発行費

5,501千円

6,240千円

7,116千円

 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産

長期前払費用

1,123千円

    71千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 1,326千円

長期前払費用 120千円



次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（注）普通株式の発行済株式総数の増加12株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 
  
  
２ 自己株式に関する事項 

   
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
注１ 当中間会計期間減少は、新株予約権の行使によるものです。  

注２ 当中間会計期間減少は、新株予約権の消却によるものです。  

注３ 第１回新株引受権、第１回新株予約権及び第２回新株予約権は、権利行使可能なものです。  

注４ 第３回新株予約権及び第４回新株予約権については、権利行使期間の初日が到来しておりません。  

  

  

  
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

 
  
  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当中間会計期間末

普通株式(株) 32,326 12 ― 32,338

株式の種類 前事業年度末 増加株式数 減少株式数 当中間会計期間末

普通株式(株) 12.67 ― ― 12.67

区分 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間会計 
期間末残高 
（千円）

摘要前事業
年度末

増加 減少
当中間
会計期間末

提出会社

第1回新株引受権 普通株式 429       ― ― 429 ―

第1回新株予約権 普通株式 173       ― 5 168 ―  注1

第2回新株予約権 普通株式 196       ― 7 189  ― 注1

第3回新株予約権 普通株式 564       ― 12 552 ― 注2

第4回新株予約権 普通株式 589       ― 7 582 ―  注2

合計 1,951       ― 31 1,920 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

配当決議なし ― ― ― ― ―

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

配当決議なし ― ― ― ― ― ―



(リース取引関係) 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相当額 
(千円)

中間期末
残高相当額 
(千円)

工具器具 
及び備品

13,643 3,372 10,271

その他 4,000 866 3,133

合計 17,643 4,239 13,404

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

工具器具
及び備品

10,131 2,227 7,903

その他 4,000 466 3,533

合計 14,131 2,694 11,437

②未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,039千円

１年超 10,675千円

合計 13,714千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,542千円

１年超 9,101千円

合計 11,644千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,720千円

減価償却費相当額 1,544千円

支払利息相当額 279千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,723千円

減価償却費相当額 1,558千円

支払利息相当額 285千円

④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

(当中間会計期間末)(平成18年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

（参考）(前事業年度末)(平成18年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円)
差額(千円)

その他有価証券

株式 7,283 25,308 18,025

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

合計 7,283 25,308 18,025

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,584,435

非上場債券 239,652

その他 418,969

合計 2,243,057

種類 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

(貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)

(1) 株式 1,194 1,262 67

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 1,194 1,262 67

(貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの)

(1) 株式 5,921 3,558 △2,362

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 5,921 3,558 △2,362

合計 7,115 4,821 △2,294



２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間の実績は記載しておりません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年３月31日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 

   

  

貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式 1,231,453

非上場債券 267,661

その他 428,012

合計 1,927,127



(一株当たり情報) 

  

 
  

  

（注）一株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
   （注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間の実績は記載しておりません。 

  

   (注) 一株当たり中間(当期)純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  （注）前事業年度は、決算期変更に伴う７ヶ月変則決算のため、前中間会計期間の実績は記載しておりません。 

  

  当中間会計期間 （参考） 前事業年度

(自 平成18年4年 1日 (自 平成17年9月 1日

  至 平成18年9月30日)  至 平成18年3月31日)

一株当たり純資産額 79,283円 37銭 一株当たり純資産額 77,818円 28銭

 一株当たり中間純利益 1,093円 99銭 一株当たり当期純利益 1,132円 48銭

    潜在株式調整後 
    一株当たり中間純利益

1,086円 52銭
   潜在株式調整後
    一株当たり当期純利益

1,122円 47銭

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

（参考）前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年３月31日)

一株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益(千円) 35,358 32,017

普通株式に係る中間（当期）純利益 
(千円)

35,358 32,017

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 32,320 28,272

中間（当期）純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 222 252

(うち新株予約権(株)) (222) (252)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後一株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類

①第１回新株引受権  429株
②第３回新株予約権  552株
③第４回新株予約権  582株

新株予約権１種類

①第３回新株予約権  564株
②第４回新株予約権  589株

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日）

（参考）前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年３月31日）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額（千
円）

2,562,914 ―

普通株式に係る純資産額（千円） 2,562,914 ―

普通株式の発行済株式数（株） 32,338 ―

普通株式の自己株式数（株） 12 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株
式の数（株）

32,326 ―



前へ 

(重要な後発事象) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

(第８期)
自 平成17年９月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月29日 
近畿財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１９日

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフューチャーベ

ンチャーキャピタル株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 眞 吾 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 井 晶 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１９日

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフューチャーベ

ンチャーキャピタル株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１８年４

月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フュー

チャーベンチャーキャピタル株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年

４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 眞 吾 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 井 晶 治 
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